
労働者派遣事業に係る情報 株式会社トラストファミリー
事 業 所 ︓ 株式会社トラストファミリー 本社 自:令和6年6月1日
派 遣 労 働 者 の 数 ︓ １５７名（対象期間末日） 至:令和7年5月31日
派 遣 先 の 数 ︓ ３９事業所
マ ー ジ ン 率 ︓ ２８．６％
教 育 訓 練 の 内 容 ︓ 派遣前安全衛生教育（無給）・派遣先安全衛生教育（有給）

eラーニングによるキャリアアップ研修（有給・派遣労働者の費用負担無し）
キャリアコンサルティング相談窓口︓電話０５６４－３２－３４１３
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する事項︓締結済
有効期間の終期︓2026年3月31日
対象労働者︓本事業所から労働者派遣契約に基づき派遣就業する派遣労働者
派 遣 料 金 平 均 額 ︓ １６，５０６円（１日８時間当たりの額）
賃 金 の 平 均 額 ︓ １１，７７９円（１日８時間当たりの額）
そ の 他 福 利 厚 生 ︓ 一部社員寮有り。生活資金貸付制度。
事 業 所 ︓ 株式会社トラスト 名古屋北営業所 自:令和6年6月1日
派 遣 労 働 者 の 数 ︓ ７３名（対象期間末日） 至:令和7年5月31日
派 遣 先 の 数 ︓ ２６事業所
マ ー ジ ン 率 ︓ ２８．２％
教 育 訓 練 の 内 容 ︓ 派遣前安全衛生教育（無給）・派遣先安全衛生教育（有給）

eラーニングによるキャリアアップ研修（有給・派遣労働者の費用負担無し）
キャリアコンサルティング相談窓口︓電話０５６８－７４－５６３５
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する事項︓締結済
有効期間の終期︓2026年3月31日
対象労働者︓本事業所から労働者派遣契約に基づき派遣就業する派遣労働者
派 遣 料 金 平 均 額 ︓ １６，１４７円（１日８時間当たりの額）
賃 金 の 平 均 額 ︓ １１，５９０円（１日８時間当たりの額）
そ の 他 福 利 厚 生 ︓ 一部社員寮有り。生活資金貸付制度。
事 業 所 ︓ 株式会社トラストファミリー 名古屋営業所 自:令和6年6月1日
派 遣 労 働 者 の 数 ︓ ７３名（対象期間末日） 至:令和7年5月31日
派 遣 先 の 数 ︓ ３１事業所
マ ー ジ ン 率 ︓ ２９．０％
教 育 訓 練 の 内 容 ︓ 派遣前安全衛生教育（無給）・派遣先安全衛生教育（有給）

eラーニングによるキャリアアップ研修（有給・派遣労働者の費用負担無し）
キャリアコンサルティング相談窓口︓電話０５２－５２６－３９１５
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する事項︓締結済
有効期間の終期︓2026年3月31日
対象労働者︓本事業所から労働者派遣契約に基づき派遣就業する派遣労働者
派 遣 料 金 平 均 額 ︓ １６，６１５円（１日８時間当たりの額）
賃 金 の 平 均 額 ︓ １１，７８２円（１日８時間当たりの額）
そ の 他 福 利 厚 生 ︓ 一部社員寮有り。生活資金貸付制度。
事 業 所 ︓ 株式会社トラストファミリー 豊橋営業所 自:令和6年6月1日
派 遣 労 働 者 の 数 ︓ ２２２名（対象期間末日） 至:令和7年5月31日
派 遣 先 の 数 ︓ ６６事業所
マ ー ジ ン 率 ︓ ３１．９％
教 育 訓 練 の 内 容 ︓ 派遣前安全衛生教育（無給）・派遣先安全衛生教育（有給）

eラーニングによるキャリアアップ研修（有給・派遣労働者の費用負担無し）
キャリアコンサルティング相談窓口︓電話０５３２－３４－２５５６
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する事項︓締結済
有効期間の終期︓2026年3月31日
対象労働者︓本事業所から労働者派遣契約に基づき派遣就業する派遣労働者
派 遣 料 金 平 均 額 ︓ １５，８３８円（１日８時間当たりの額）
賃 金 の 平 均 額 ︓ １０，７８５円（１日８時間当たりの額）
そ の 他 福 利 厚 生 ︓ 一部社員寮有り。生活資金貸付制度。
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労働者派遣事業に係る情報 株式会社トラストファミリー
事 業 所 ︓ 株式会社トラストファミリー 津営業所 自:令和6年6月1日
派 遣 労 働 者 の 数 ︓ ２３名（対象期間末日） 至:令和7年5月31日
派 遣 先 の 数 ︓ ９事業所
マ ー ジ ン 率 ︓ ２９．３％
教 育 訓 練 の 内 容 ︓ 派遣前安全衛生教育（無給）・派遣先安全衛生教育（有給）

eラーニングによるキャリアアップ研修（有給・派遣労働者の費用負担無し）
キャリアコンサルティング相談窓口︓電話０５９－２３８－５５８２
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する事項︓締結済
有効期間の終期︓2026年3月31日
対象労働者︓本事業所から労働者派遣契約に基づき派遣就業する派遣労働者
派 遣 料 金 平 均 額 ︓ １５，４６７円（１日８時間当たりの額）
賃 金 の 平 均 額 ︓ １０，９２６円（１日８時間当たりの額）
そ の 他 福 利 厚 生 ︓ 一部社員寮有り。生活資金貸付制度。
事 業 所 ︓ 株式会社トラストファミリー 浜松営業所 自:令和6年6月1日
派 遣 労 働 者 の 数 ︓ ４８名（対象期間末日） 至:令和7年5月31日
派 遣 先 の 数 ︓ ２０事業所
マ ー ジ ン 率 ︓ ３２．５％
教 育 訓 練 の 内 容 ︓ 派遣前安全衛生教育（無給）・派遣先安全衛生教育（有給）

eラーニングによるキャリアアップ研修（有給・派遣労働者の費用負担無し）
キャリアコンサルティング相談窓口︓電話０５３－５４３－９０７４
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する事項︓締結済
有効期間の終期︓2026年3月31日
対象労働者︓本事業所から労働者派遣契約に基づき派遣就業する派遣労働者
派 遣 料 金 平 均 額 ︓ １６，１０８円（１日８時間当たりの額）
賃 金 の 平 均 額 ︓ １０，８５７円（１日８時間当たりの額）
そ の 他 福 利 厚 生 ︓ 一部社員寮有り。生活資金貸付制度。
事 業 所 ︓ 株式会社トラストファミリー 福岡営業所 自:令和6年6月1日
派 遣 労 働 者 の 数 ︓ ２８４名（対象期間末日） 至:令和7年5月31日
派 遣 先 の 数 ︓ ３９事業所
マ ー ジ ン 率 ︓ ２６．３％
教 育 訓 練 の 内 容 ︓ 派遣前安全衛生教育（無給）・派遣先安全衛生教育（有給）

eラーニングによるキャリアアップ研修（有給・派遣労働者の費用負担無し）
キャリアコンサルティング相談窓口︓電話０９２－４１４－１７７５
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する事項︓締結済
有効期間の終期︓2026年3月31日
対象労働者︓本事業所から労働者派遣契約に基づき派遣就業する派遣労働者
派 遣 料 金 平 均 額 ︓ １４，３５８円（１日８時間当たりの額）
賃 金 の 平 均 額 ︓ １０，５７２円（１日８時間当たりの額）
そ の 他 福 利 厚 生 ︓ 生活資金貸付制度。
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労働者派遣事業に係る情報 株式会社トラストファミリー

★マージンに含まれる派遣事業運営に必要な経費について

・派遣労働者の社会保険料

・募集費・教育費・福利厚生費

・その他経費

https://www.trust-family.co.jp/

444-0903
愛知県岡崎市東大友町字並木側13番地1

485-0048
愛知県小牧市間々本町306 ﾊｲﾂｴｽﾍﾟﾗﾝｻー1F

450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目3番10号 東海ﾋﾞﾙ6F

441-8083
愛知県豊橋市東脇3-15-7 福信ﾊｲﾂⅡ1F

514-0819
三重県津市高茶屋4丁目36-31 ３３９ﾋﾞﾙ1F

430-0946
静岡県浜松市中区元城町216番地の4ﾉｰｽｽﾀｰﾋﾞﾙ浜松7F

812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5 A.R.Kﾋﾞﾙ5F

※この書面は、派遣法第23条第5項・派遣法施行規則第18条の2第3項に基づく派遣元事業主による情報提供書面です。
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　派遣料金から派遣労働者の賃金を除いた金額を「マージン」といいますが、派遣会社の運営に必要とな
る経費は派遣労働者の賃金だけではありません。派遣労働者の賃金以外に必要となる経費には、主に
以下のようなものがあります。

本 社

名 古 屋 北 営 業 所

名 古 屋 営 業 所

豊 橋 営 業 所

浜 松 営 業 所

福 岡 営 業 所

健康保険と厚生年金は会社が半額、雇用保険は会社が賃金の14.5/1000、労災保険料は会社が全額負
担しています。

派遣労働者の募集に必要となる広告費、教育訓練費、寮・備品・食事代・制服代・送迎などの福利厚生
費が発生します。

その他にも営業・管理スタッフの人件費、オフィス家賃、通信費、システム関係費などの販売管理費があり
ます。

株式会社トラストファミリー

津 営 業 所
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